
四日市市契約施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３０年１０月１５日 

四日市市長 森  智 広 

四日市市規則第６３号 

四日市市契約施行規則の一部を改正する規則 

四日市市契約施行規則（昭和３９年四日市市規則第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 改正前 

（入札保証金） （入札保証金） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項の場合において、インターネッ

トを利用した普通財産及び物品の売払

いに係る一般競争入札（以下「インター

ネットによる入札」という。）を行う場

合の入札保証金は、予定価格の１００分

の１０とする。 

２ 前項の場合において、インターネッ

トを利用した普通財産の売払いに係る

一般競争入札（以下「インターネットに

よる入札」という。）を行う場合の入札

保証金は、予定価格の１００分の１０と

する。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

第４条 前条第１項本文の入札保証金の

納付は、次の各号のいずれかに掲げる担

保の提供をもって代えることができる。 

第４条 前条第１項本文の入札保証金の

納付は、次の各号のいずれかに掲げる担

保の提供をもって代えることができる。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) インターネットによる入札のシス

テムを管理する事業者の保証 

 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長

が認めた担保 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長

が認めた担保 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項に規定する入札保証金に代え

て提供する次に掲げる担保の価値は、当

該各号に定めるところによる。 

３ 第１項に規定する入札保証金に代え

て提供する次に掲げる担保の価値は、当

該各号に定めるところによる。 



(1)及び(2) （略）  (1)及び(2) （略） 

(3) インターネットによる入札のシス

テムを管理する事業者の保証 保証

金額 

 

(4) （略） (3)  （略） 

４ （略） ４ （略） 

 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 普通財産及び物品の売払いに係る落

札者は、入札保証金を売買代金に充てる

ことができる。 

３ 普通財産の売払いに係る落札者は、

入札保証金を売買代金に充てることが

できる。 

  

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 普通財産及び物品の売払いに係る契

約の相手方は、契約保証金を売買代金に

充てることができる。 

２ 普通財産の売払いに係る契約の相手

方は、契約保証金を売買代金に充てるこ

とができる。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（総務部調達契約課） 


